
取引条件説書（重གྷ事項） 
 

【貸切クルーズ】境界協会と貸切クルーズ！大はしゃぎスペシャルツアー 
～運河に興ฅ、໌橋に歓喜！荒川ロックゲートを開せよ～ 
 
開催日時   2023年 3月 5日(日)13:30～17:00頃 
集合場所   天王洲ヤマツピア桟橋 
参加ඇ༽   8,000円(ฯ険ྋ含む) ※クルーズ貸切ྋ込み 
定員     40໌      
 
コースルート  
ヤマツピア桟橋 → 1．東京 → 2．東雲運河 → 3．砂町運河 → 4．荒川 → 5．荒川ロックゲート → 
6．小໌川 → 7．扇橋ᮛ → 8．隅田川 → 小梅橋桟橋 (解散) 
 
ྃ行企画・実施 
(一財)京都ユースホステル協会 事業෨ 
観光庁長官登ྃ行業第 1928号 
一ൢ社団๑人日ຌྃ行業協会 正会員 
〒616-8191 京都市右京区太秦中山町 29宇多 YH内 
電：075-462-2312 / FAX：075-462-2289 
営業日・営業時間：月・火・・金・土༷日 10:00～18:00（定休日：水・日・祝日） 
ྃ行業ແ取扱管ཀྵ者：佐藤 ཾ๗ 
※ྃ行業ແ取扱管ཀྵ者は、お客༹のྃ行を取り扱う営業所での取引に関する責任者です。このྃ行契༁に関し担当者から
の説にごな点があれば、遠ྂなく上記の取扱管ཀྵ者にお尋ねください。 
※ྃ程管ཀྵ主任者は同行しませんが、まいまいスタッフが同行いたします。 
運行会社：株式会社ジール 
 
取消ྋ 
・開催日の 10日前以降の契༁解除：参加ඇ༽の 20％ 
・開催日の 7日前以降の契༁解除：参加ඇ༽の 30％ 
・開催日前日の契༁解除：参加ඇ༽の 40％ 
・開催日当日の契༁解除：参加ඇ༽の 50％ 
・ツアー開始後の解除または࿊ཙ参加：参加ඇ༽の 100％  
 
注意事項 
・取引条件説書及び個人情ๅの取り扱いをご確認ください。 
取引条件説書をダウンロードいただいた上で契༁完྅となります。 
・スタッフ(添乗員)が同行いたします。 
・ิきやすいෲ装と靴でお越しください。 
・雨天決行です。෫警ๅが発ྫされるなど荒天時は中止します。 
中止の場合は、開始時間の 2時間前までに࿊ཙいたします。 
・新型コロナウイルス対策について 
・施設内や近距での会時は、マスク着༽をお願いいたします。 
・発熱や咳などの症状がある๏は、参加を控えていただきます。 
※熱中症対策のため、屋外ではマスクを外してください。スタッフ・ガイドも同༹にいたします。 
・参加ඇは当日集合時、現金もしくは PayPayにてお支い下さい。お釣りのないようお願いします。 



   

     取引条件ㄝ明書㠃㸦共㏻事㡯㸧 国内募㞟型企⏬旅⾜条件書 

 本旅⾜条件書は、旅⾜業法第 条の に定める取引条件ㄝ明書㠃及び同法第 条の に定める契約書㠃の一㒊となり

ます。

㸯.募㞟型企⏬᪑⾜契⣙ 

㸦㸯㸧 この旅⾜は、一⯡㈈団法人京㒔ユースホステル協会㸦京㒔市右京区太秦中山町 番地宇多㔝ユースホステル内

ほ光㛗官登㘓旅⾜業 号㸦一社㸧日本旅⾜業協会正会員、以下「当協会」といいます。㸧が企画・実施する

旅⾜であり、この旅⾜に参加されるお客様は当協会と募㞟型企画旅⾜契約㸦以下「旅⾜契約」といいます。㸧を

⥾結することになります。

㸦㸰㸧 当協会はお客様が当協会の定める旅⾜日程に従って㐠㏦・宿泊機㛵等の提供する㐠㏦、宿泊その他の旅⾜に㛵す

るサービス㸦以下「旅⾜サービス」といいます。㸧の提供を受けることができるように、手㓄し、旅程管理する

ことを引き受けます。

㸦㸱㸧 旅⾜契約の内容・条件は、パンフレット、本旅⾜条件書、出発前にお渡しする最終旅⾜日程⾲と称する確定書㠃

㸦以下「最終旅⾜日程⾲」といいます。㸧及び、当協会旅⾜業約款募㞟型企画旅⾜契約の㒊㸦以下「当協会約款」

といいます。㸧によります。

㸰.᪑⾜のお⏦㎸みと契⣙のᡂ❧ᮇ 

㸦㸯㸧 当協会又は当協会の受ク営業所㸦以下「当協会ら」といいます。㸧にて当協会所定の旅⾜申㎸書に所定の事㡯を

グ入のうえ、パンフレットにグ㍕した申㎸㔠を添えてお申㎸みいただきます。申㎸㔠は旅⾜代㔠をお支払いいた

だくときに、その一㒊として⧞り入れます。また、旅⾜契約は、当協会らが契約の⥾結を承ㅙし申㎸㔠を受㡿し

たときに成立するものといたします。

㸦㸰㸧 当協会らは㟁ヰ、㒑便及びファクシミリその他の㏻信手段による旅⾜契約の予約申し㎸みを受付けることがあり

ます。この場合予約の時点では契約は成立しておらず、当協会らが予約の承ㅙの旨を㏻知した日の⩣日から㉳算

して 日以内に、当協会らに申㎸書の提出と申㎸㔠の支払いをしていただきます。この期㛫内に申㎸㔠の支払い

がなされない場合、当協会らはお申㎸みはなかったものとして取り扱います。

㸦㸱㸧 旅⾜契約は、㟁ヰによるお申㎸の場合、本㡯㸯により申㎸㔠を当協会らが受㡿したときに、また、㒑便又はフ

ァクシミリでお申し㎸みの場合は、申㎸㔠のお支払い後、当協会らがお客様との旅⾜契約を承ㅙする㏻知を出し

たときに、成立いたします。また、㟁ヰ、㒑便、ファクシミリその他の㏻信手段でお申㎸の場合であっても、㏻

信契約によって契約を成立させるときは、第 㡯 の定めにより契約が成立します。

㸦㸲㸧 団体・グループ契約

㸯㸧 当協会らは、団体・グループを構成する旅⾜⪅の代⾲としての契約㈐任⪅から、旅⾜申し㎸みがあった

場合、契約の⥾結及びゎ㝖等に㛵する一切の代理権を有しているものとみなします。

㸰㸧 契約㈐任⪅は、当協会らが定める日までに、その団体・グループを構成する旅⾜⪅「以下「構成員」と

いいます」㸧の名簿を当協会らに提出しなければなりません。

㸱㸧 当協会らは、契約㈐任⪅が構成員に対して現に㈇い、又は将来㈇うことが予測される債務又は⩏務につ

いては、何らの㈐任を㈇うものではありません。

㸲㸧 当協会らは、契約㈐任⪅が団体・グループに同⾜しない場合、旅⾜㛤始後においては、あらかじめ契約

㈐任⪅が㑅任した構成員を契約㈐任⪅とみなします。

㸱.⏦㎸᮲件 

㸦㸯㸧 申㎸時点で20歳未満の方は、保ㆤ⪅の同意書が必せです。
㸦㸰㸧 旅⾜㛤始時点で15歳未満の方は、保ㆤ⪅の同⾜、成年の㈐任⪅の出発空港までの付添いや到着空港への出㏄え

等が必せとなる場合があります。

一⯡㈈団法人京㒔䝴䞊䝇䝩䝇䝔䝹協会 



㸦㸱㸧 特定のお客様層を対㇟とした旅⾜あるいは特定の旅⾜目的を有する旅⾜については、年㱋、㈨格、技⬟その他の

条件が当協会の指定する条件に合⮴しない場合は、ご参加をお断りする場合があります。

㸦㸲㸧 お客様が暴力団、暴力団員、暴力団㛵係⪅、その他反社会的勢力であると判明した場合は、ご参加をお断りする

場合があります。

㸦㸳㸧 慢性疾患をお持ちの方、現在健康を損なっていらっしゃる方、妊娠中の方、㌟体に㞀害をお持ちの方は、その旨

旅⾜の申㎸時にお申出ください。当協会は可⬟かつ合理的な範囲で応じますが、当協会がお客様のためにㅮじた

特別な措⨨にせする㈝用は、お客様のご㈇担となります。また医師の健康デ断書を提出していただく場合や、㐠

㏦・宿泊機㛵等の判断によりお申㎸みをお断りさせていただく場合もあります。

㸦㸴㸧 お客様のご㒔合による別⾜動は原則としてできません。ただし、コースにより別㏵条件でお受けする場合があり

ます。

㸦㸵㸧 お客様が他のお客様に㏞惑を及ぼし、又は団体⾜動の円滑な実施を妨げるおそれかあると当協会が判断する場含

は、ご参加をお断りする場合があります。

㸦㸶㸧 その他当協会の業務上の㒔合があるときには、お申し㎸みをお断りする場合があります。

㸲.契⣙᭩㠃及び☜定᭩㠃㸦᭱⤊᪑⾜᪥⛬⾲㸧 

㸦㸯㸧 当協会らは、旅⾜契約成立後㏿やかにお客様に、旅⾜日程、旅⾜サービスの内容その他の旅⾜条件及び当協会の

㈐任に㛵する事㡯をグ㍕した契約書㠃をお渡しします。契約書㠃はパンフレット、本旅⾜条件書等により構成さ

れます。

㸦㸰㸧 本㡯 の契約書㠃を⿵完する書㠃として、当協会はお客様に、㞟合時刻・場所、利用㐠㏦機㛵、宿泊機㛵等に

㛵する確定情報をグ㍕した最終旅⾜日程⾲を㐜くとも旅⾜㛤始日の前日までにお渡しします。ただし、お申し㎸

みが旅⾜㛤始日の前日から㉳算してさかのぼって 日前以㝆の場合、旅⾜㛤始日当日にお渡しすることがありま

す。

㸳.᪑⾜代㔠のおᨭᡶい 

㸦㸯㸧 旅⾜代㔠は旅⾜㛤始日の前日から㉳算してさかのぼって 日前に当たる日㸦以下「基準日」といいます㸧より

も前にお支払いいただきます。

㸦㸰㸧 基準日以㝆にお申し㎸みの場合は、旅⾜㛤始日前の当協会らが指定する期日までにお支払いいただきます。

㸦㸱㸧 当協会とお客様が第 㡯につ定する㏻信契約を⥾結しない場合であっても、お客様が提携カード会社のカード

会員である場合で、お客様の承ㅙがあるときは、提携会社のカードよりお客様の⨫名無くして旅⾜代㔠㸦申㎸㔠、

㏣加代㔠として⾲示したものを含みます。㸧や第 㡯につ定する取消料・㐪約料、第 㡯につ定されている㏣

加料㔠及び第 㡯グ㍕の交替手数料をお支払いいただくことがあります。また、この場合のカード利用日は、

お客様からお申し出がない㝈り、お客様の承ㅙ日といたします。

㸴.᪑⾜代㔠について 

㸦㸯㸧 参加されるお客様のうち、特に注㔘のない場合、満 歳以上の方はおとな代㔠、満 歳以上㸦⯟空機利用コー

スは満 歳以上㸧 歳未満の方は、こども代㔠となります。

㸦㸰㸧 旅⾜代㔠は、パンフレットに⾲示しています。出発日とご利用人数でご確ㄆください。

㸦㸱㸧 「旅⾜代㔠」は、第 㡯の「申㎸㔠」、第 㡯 の「取消料」、第 㡯 の「㐪約料」、及び第 㡯の

「変更⿵償㔠」の㢠の算出の㝿の基準となります。募㞟広告又はパンフレットにおける「旅⾜代㔠として⾲示し

た㔠㢠」プラス「㏣加代㔠として⾲示した㔠㢠」マイナス「割引代㔠として⾲示した㔠㢠」となります。

㸵.᪑⾜代㔠に含まれるもの 

㸦㸯㸧 旅⾜日程に明示した㐠㏦機㛵の㐠㈤・料㔠㸦コースにより異なります。別㏵明示する場合を㝖き⯟空券はエコノ

ミークラス、㕲㐨は普㏻席となります。㸧、宿泊料㔠、㣗事料㔠、ほ光料㔠㸦入場料・拝ほ料・ガイド料㸧、活

動料㔠等及び消㈝税等ㅖ税。

㸦㸰㸧 添乗員が同⾜するコースにおける添乗員経㈝、団体⾜動に必せな心付。

㸦㸱㸧 その他パンフレットにおいて、旅⾜代㔠に含まれる旨⾲示したもの。



上グ㈝用はお客様のご㒔合により、一㒊利用されなくても原則として払い戻しはいたしません。

㸶.᪑⾜代㔠に含まれないもの 

 前㡯 から のほかは旅⾜代㔠に含まれません。その一㒊を以下に例示いたします。

㸯㸧 ㉸㐣手Ⲵ物料㔠㸦特定の㔜㔞・容㔞・個数を㉸える分について㸧。

㸰㸧 空港施タ使用料。㸦パンフレットに明示した場合を㝖きます。㸧

㸱㸧 クリーニング代、㟁報㟁ヰ料その他の㏣加㣧㣗等個人的性㉁のㅖ㈝用及びそれに伴う税・サービス料。

㸲㸧 ご希望⪅のみ参加されるオプショナル・ツアー㸦別㏵料㔠の小旅⾜㸧の料㔠。

㸳㸧 㐠㏦機㛵がㄢす付加㐠㈤・料㔠㸦例㸸燃油サーチャージ㸧。

㸴㸧 ⮬宅から発着地までの交㏻㈝・宿泊料㔠。

㸵㸧 傷害、疾病に㛵する医療㈝。

㸷.㏣加代㔠と割ᘬ代㔠 

㸦㸯㸧 第㸴㡯でいう「㏣加代㔠」は、以下の代㔠をいいます。㸦あらかじめ「旅⾜代㔠」の中に含めて⾲示した場合を

㝖きます。㸧

㸯㸧 㸯人㒊屋や特別室を使用される場合の㏣加料㔠。

㸰㸧 「㣗事なしプラン」等を基本とする「㣗事つきプラン」等の差㢠代㔠。

㸱㸧 「ほ光なしプラン」等を基本とする「ほ光付きプラン」等の㏣加代㔠。

㸲㸧 ⯟空座席のクラス変更にせする㐠㈤差㢠。

㸳㸧 その他パンフレット等で「◯◯㏣加代㔠」と称するもの。

㸦㸰㸧 第㸴㡯でいう「割引代㔠」は、以下の代㔠をいいます。

パンフレット等で「◯◯割引代㔠」と称するもの。㸦あらかじめ割引後の「旅⾜代㔠」を⾲示した場合を㝖きま

す。㸧

10.᪑⾜契⣙内容の変᭦ 

当協会は旅⾜契約⥾結後であっても、天災地変、戦乱、暴動、㐠㏦・宿泊機㛵等の旅⾜サービス提供の中止、官

公⨫の命令、当初の㐠⾜ィ画によらない㐠㏦サービスの提供その他当協会の㛵与し得ない事由が生じた場合にお

いて、旅⾜の安全かつ円滑な実施をはかるため止むを得ないときは、お客様にあらかじめ㏿やかに当ヱ事由が当

協会の㛵与し得ないものである理由及び当ヱ事由との因果㛵係をㄝ明して旅⾜日程、旅⾜サービスの内容を変更

することかあります。ただし、⥭急の場合においてやむを得ないときは変更後にごㄝ明いたします。

11.᪑⾜代㔠の㢠の変᭦ 

当協会は旅⾜契約⥾結後であっても、次の場合を㝖き旅⾜代㔠及び㏣加代㔠、割引代㔠の㢠の変更は一切いたし

ません。

㸯㸧 利用する㐠㏦機㛵の㐠㈤・料㔠がⴭしい経済情勢の変化等により㏻常想定される程度を大幅に㉸えて改

ゞされたときは、その改ゞ差㢠だけ旅⾜代㔠を変更いたします。ただし、旅⾜代㔠を増㢠変更するとき

は、旅⾜㛤始日の前日から㉳算してさかのぼって 日目にあたる日より前にお客様に㏻知いたします。

㸰㸧 当協会は本㡯 の定める㐺用㐠㈤・料㔠の大幅な減㢠がなされるときは、本㡯 の定めるところによ

り、その減少㢠だけ旅⾜代㔠を減㢠します。

㸱㸧 旅⾜内容が変更され、旅⾜実施にせする㈝用が減少したときは、当協会はその変更差㢠だけ旅⾜代㔠を

減㢠します。

㸲㸧 第 㡯により旅⾜内容が変更され、旅⾜実施にせする㈝用㸦当ヱ契約内容の変更のためにその提供を

受けなかった旅⾜サービスに対して取消料、㐪約料その他既に支払い、又はこれから支払わなければな

らない㈝用を含みます。㸧が増加したときは、サービスの提供か⾜われているにもかかわらず㐠㏦・宿

泊機㛵等の座席・㒊屋その他のㅖタ備の不㊊が発生したことによる変更の場合を㝖き、当協会はその変

更差㢠だけ旅⾜代㔠を変更します。



㸳㸧 当協会は、㐠㏦・宿泊機㛵等の利用人員により旅⾜代㔠が異なる旨をパンフレット等にグ㍕した場合、

旅⾜契約の成立後に当協会の㈐に帰すべき事由によらず当ヱ利用人員が変更になったときは、契約書㠃

にグ㍕した範囲内で旅⾜代㔠を変更します。

1㸰.お客ᵝの交  ᭰

㸦㸯㸧 お客様は、当協会の承ㅙを得て、契約上の地位を別の方にㆡり渡すことができます。ただしこの場合、お客様は

所定の事㡯をグ入の上、当協会に提出していただきます。この㝿、交替にせする手数料としてお一人様あたり㸯

万円をいただきます。㸦既に⯟空券を発⾜している場合、別㏵再発券に㛵わる㈝用をㄳ求する場合があります。㸧

㸦㸰㸧 契約上の地位のㆡ渡は、当協会が承ㅙしたときに効力を生じ、以後旅⾜契約上の地位をㆡり受けた方が、この旅

⾜契約に㛵する一切の権利及び⩏務を継承することとなります。なお当協会は、利用㐠㏦機㛵・宿泊機㛵等が旅

⾜⪅の交替に応じない等の理由により、交替をお断りする場合があります。

1㸱.᪑⾜㛤始前のゎ㝖 

㸦㸯㸧 お客様のゎ㝖権

利用するお客様はパンフレットにグ㍕した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅⾜契約をゎ㝖する

ことができます。ただし契約ゎ㝖のお申し出は、お申し㎸み店の営業時㛫内にお受けします。

㸯㸧 お客様は下⾲にグ㍕した取消料をお支払いいただくことにより、いつでも旅⾜契約をゎ㝖することがで

きます。ただし契約ゎ㝖のお申し出は、お申し㎸み店の営業時㛫内にお受けします。なお、「旅⾜契約

のゎ㝖期日」とは、お客様が当協会らのそれぞれの営業日・営業時㛫内にゎ㝖する旨をお申し出いただ

いた時を基準とします。

旅⾜契約ゎ㝖期日 取消料

旅⾜㛤始日の前日から㉳算してさかのぼって 日帰り 日帰り以外

㸯㸬 日前に当たる日以前のゎ㝖 無 料 無 料

㸰㸬 日前に当たる日以㝆のゎ㝖㸦 を㝖く㸧 無 料 旅⾜代㔠の 㸣

㸱㸬 日前に当たる日以㝆のゎ㝖㸦 を㝖く㸧 旅⾜代㔠の 㸣 旅⾜代㔠の 㸣 

㸲㸬 日前に当たる日以㝆のゎ㝖㸦 を㝖く㸧 旅⾜代㔠の 㸣 旅⾜代㔠の 㸣 

㸳㸬旅⾜㛤始前日のゎ㝖㸦 を㝖く㸧 旅⾜代㔠の 㸣 旅⾜代㔠の 㸣 

㸴㸬旅⾜当日のゎ㝖 旅⾜代㔠の 㸣 旅⾜代㔠の 㸣 

㸵㸬旅⾜㛤始後のゎ㝖または不㐃絡不参加 旅⾜代㔠の 㸣 旅⾜代㔠の 㸣 

㸰㸧 当協会の㈐任とならないローンの取扱上の事由に基づき、お取り消しになる場合も所定の取消料をお支

払いただきます。

㸱㸧 お客様のご㒔合による出発日の変更、㐠㏦・宿泊機㛵等⾜程中の一㒊の変更ついては、ご旅⾜全体のお

取り消しとみなし、所定の取消料を収受します。

㸲㸧 お客様は次に掲げる場合において、取消料を支払うことなく旅⾜契約をゎ㝖することができます。

ア㸬 第 㡯に基づき契約内容が変更されたとき、ただしその変更が第 㡯の⾲左欄に掲げるもの、そ

の他の㔜せなものであるときに㝈ります。

イ㸬 第 㡯㸦 㸧のつ定に基づいて旅⾜代㔠が増㢠されたとき

ウ㸬 天災地変、戦乱、暴動、㐠㏦・宿泊機㛵等の旅⾜サービス提供の中止、官公⨫の命令その他の事由

が生じた場合において、旅⾜の安全かつ円滑な実施が不可⬟となり、又は不可⬟となる可⬟性が極

めて大きいとき。

エ㸬 当協会らがお客様に対し、第 㡯に定める期日までに、確定書㠃㸦最終旅⾜日程⾲㸧をお渡ししな

かったとき。

オ㸬 当協会の㈐に帰すべき事由により、契約書㠃にグ㍕した旅⾜日程に従った旅⾜の実施が不可⬟とな

ったとき



㸳㸧 当協会らは、本㡯 㸯㸧により旅⾜契約がゎ㝖されたときは、既にお支払いいただいている旅⾜代㔠

㸦又は申㎸㔠㸧から所定の取消料を差引いた残㢠を払い戻します。申㎸㔠のみで取消料がまかなえない

ときは、その差㢠を申し受けます。またご参加のお客様からは 室利用人数の変更に対する差㢠が発生

する場合、その差㢠代㔠をそれぞれいただきます。

㸴㸧 当協会らは本㡯 の 㸧により旅⾜契約がゎ㝖されたときは、既にお支払いいただいている旅⾜代㔠㸦又

は申㎸㔠㸧の㔠㢠を払い戻します。

㸦㸰㸧 当協会のゎ㝖権

お客様が第 㡯につ定する期日までに旅⾜代㔠を支払われないときは、当協会は旅⾜契約をゎ㝖することがあり

ます。このときは、本㡯 につ定する取消料と同㢠の㐪約料をお支払いいただきます。

㸯㸧 次の㡯目にヱ当する場合は、当協会は旅⾜契約をゎ㝖することがあります。

ア㸬 お客様が当協会のあらかじめ明示した性別・年㱋・㈨格・技⬟その他旅⾜参加条件を満たしていな

いことが明らかになったとき。

イ㸬 お客様が暴力団、暴力団員、暴力団㛵係⪅、その他反社会的勢力であると判明したとき。

ウ㸬 お客様が病気、必せな介助⪅の不在その他の事由により、当ヱ旅⾜に⪏えられないとㄆめられたと

き。

エ㸬 お客様が他のお客様に㏞惑を及ぼし、又は団体⾜動の円滑な実施を妨げるおそれがあるとㄆめられ

たとき。

オ㸬 お客様が契約内容に㛵し合理的な範囲を㉸える㈇担を求めたとき。

カ㸬 お客様の人数がパンフレットにグ㍕した最少催⾜人員に満たないとき。この場合は旅⾜㛤始日の前

日から㉳算してさかのぼって 日目にあたる日より前㸦日帰り旅⾜は 日目に当たる日より前㸧

に旅⾜中止のご㏻知をいたします。

キ㸬 スキーを目的とする旅⾜における㝆㞷㔞の不㊊のように、当協会があらかじめ明示した旅⾜実施条

件が成就しないとき、あるいはそのおそれが極めて大きいとき。

ク㸬 天災地変、戦乱、暴動、㐠㏦・宿泊機㛵等の旅⾜サービスの提供の中止、官公⨫の命令その他の当

協会の㛵与し得ない事由が生じた場合において、パンフレットにグ㍕した旅⾜日程に従った旅⾜の

安全かつ円滑な実施が不可⬟となり、又は不可⬟となるおそれが極めて大きいとき。

㸰㸧 当協会は本㡯 の㸯アにより旅⾜契約をゎ㝖したときは、既に収受している旅⾜代㔠㸦あるいは申㎸

㔠㸧から㐪約料を差し引いて払い戻しいたします。また本㡯 の 㸧イにより旅⾜契約をゎ㝖したとき

は、既に収受している旅⾜代㔠㸦あるいは申㎸㔠㸧の全㢠を払い戻しいたします。

㸯㸲.᪑⾜㛤始ᚋのゎ㝖 

㸦㸯㸧 お客様のゎ㝖権

㸯㸧 お客様のご㒔合により㏵中で㞳団された場合は、お客様の権利放棄とみなし、一切の払い戻しをいたし

ません。

㸰㸧 お客様の㈐に帰さない事由によりパンフレットにグ㍕した旅⾜サービスの提供を受けられない場合に

は、お客様は、取消料を支払うことなく当ヱ不可⬟になった旅⾜サービス提供に係る㒊分の契約をゎ㝖

することができます。

㸱㸧 本㡯 の の場合において、当協会は、旅⾜代㔠のうち旅⾜サービスの当ヱ受㡿することができなくな

った㒊分に係る㔠㢠を旅⾜⪅に払い戻します。ただし、当ヱ事由が当協会の㈐に帰すべき事由によらな

い場合においては、当ヱ㔠㢠から、当ヱ旅⾜サービスに対して取消料、㐪約料その他の既に支払い、又

はこれから支払わなければならない㈝用に係る㔠㢠を差し引いたものをお客様に払い戻します。

㸦㸰㸧 当協会のゎ㝖権

㸯㸧 当協会は次に掲げる場合においてはお客様にあらかじめ理由をㄝ明して旅⾜契約の一㒊をゎ㝖するこ

とがあります。



㸰㸧 次の㡯目にヱ当する場合は、当協会は旅⾜契約をゎ㝖することがあります。

ア㸬 お客様が病気、必せな介助⪅の不在その他の事由により、旅⾜の継⥆に⪏えられないとㄆめられる

とき。

イ㸬 お客様が暴力団、暴力団員、暴力団㛵係⪅、その他反社会的勢力であると判明したとき。

ウ㸬 お客様が旅⾜を安全かつ円滑に実施するための添乗員等その他の⪅による当協会の指示への㐪⫼、

これらの⪅又は同⾜する他の旅⾜⪅に対する暴⾜又は⬣㏕等により団体⾜動のつ律を乱し、当ヱ旅

⾜の安全かつ円滑な実施を妨げるとき。

エ㸬 天災地変、戦乱、暴動、㐠㏦・宿泊期㛫等の旅⾜サービス提供の中止、官公⨫の命令その他の当協

会の㛵与し得ない事由が生じた場合において、旅⾜の継⥆が不可⬟となったとき。

㸱㸧 ゎ㝖の効果及び払い戻し

本㡯 の にグ㍕した事由で当協会が旅⾜契約をゎ㝖したときは、契約をゎ㝖したためにその提供を受

けられなかった旅⾜サービスの提供⪅に対して、取消料・㐪約科その他の名目で既に支払い、又は支払

わなければならない㈝用があるときは、これをお客様の㈇担とします。この場合、当協会は旅⾜代㔠の

うち、お客様がいまだその提供を受けていない旅⾜サービスに係る㒊分の㈝用から当協会が当ヱ旅⾜サ

ービス提供⪅に支払い又はこれから支払うべき取消料・㐪約料その他の名目による㈝用を差し引いて払

い戻しいたします。

ア㸬 本㡯 の のア、エにより当協会が旅⾜契約をゎ㝖したときは、お客様のお求めに応じてお客様の

ご㈇担で出発地に戻るための必せな手㓄をいたします。

イ㸬 当協会が本㡯 の のつ定に基づいて旅⾜契約をゎ㝖したときは、当協会とお客様との㛫の契約㛵

係は、将来に向かってのみ消滅します。すなわちお客様が既に提供を受けた旅⾜サービスに㛵する

当協会の債務については、有効な弁済がなされたものとします。

15.᪑⾜代㔠のᡶいᡠし 

㸦㸯㸧 当協会は、「第 㡯の のつ定により旅⾜代㔠を減㢠した場合」又は「第 㡯から第 㡯までのつ定に

よりお客様もしくは当協会が旅⾜契約をゎ㝖した場合」で、お客様に対し払い戻すべき㔠㢠が生じたときは、旅

⾜㛤始前のゎ㝖による払い戻しにあってはゎ㝖の⩣日から㉳算して 日以内に、旅⾜代㔠の減㢠又は旅⾜㛤始後

のゎ㝖による払い戻しにあってはパンフレットにグ㍕した旅⾜終了日の⩣日から㉳算して 日以内に、お客様

に対し当ヱ㔠㢠を払い戻しいたします。

㸦㸰㸧 本㡯 のつ定は、第 㡯㸦当協会の㈐任㸧又は第 㡯㸦お客様の㈐任㸧でつ定するところにより、お客様又

は当協会が損害㈺償ㄳ求権を⾜使することを妨げるものではありません。

㸦㸱㸧 お客様は出発日より ヶ月以内にお申㎸店に払戻しをお申し出ください。

㸦㸲㸧 クーポン券㢮の引渡し後の払戻しについては、お渡ししたクーポン券㢮が必せとなります。クーポン券㢮の提出

がない場合には、旅⾜代㔠の払戻しができないことがあります。

16.᪑⛬⟶⌮ 

㸦㸯㸧 当協会はお客様の安全かつ円滑な旅⾜の実施を確保するため、お客様に対し次に掲げる業務を⾜ないます。当協

会がお客様とこれと異なる特約を結んだ場合にはこの㝈りではありません。

㸯㸧 お客様が旅⾜中、旅⾜サービスを受けることが出来ないおそれがあるとㄆめられるときは、旅⾜契約に

従った旅⾜サービスの提供を確実に受けられるために必せな措⨨をㅮじます。 但し、本㡯 の個人旅

⾜プランを㝖きます。

㸰㸧 前 の措⨨をㅮじたにもかかわらず、旅⾜内容の変更をせざるを得ない場合において、旅⾜日程を変

更するときは、変更後の旅⾜日程が当初の旅⾜日程の㊃旨にかなうものとなるよう努めます。

㸦㸰㸧 お客様は、旅⾜㛤始後旅⾜終了までの㛫において団体で⾜動していただくときは、旅⾜を安全かつ円滑に実施す

るための当協会の指示に従っていただきます。

【添乗員同⾜プラン】



㸦㸱㸧 添乗員同⾜⾲示コースには、全⾜程に添乗員が同⾜し、本㡯 に掲げる業務その他当ヱ旅⾜に付㝶して当協会

が必せとㄆめる業務の全㒊又は一㒊を⾜ないます。添乗員の業務は原則として 時から 時までとします。

【現地添乗員同⾜プラン】

㸦㸲㸧 現地添乗員同⾜⾲示コースには、原則として旅⾜目的地の到着から出発まで現地添乗員が同⾜します。現地添乗

員の業務範囲は本㡯㸦 㸧における添乗員の業務に準じます。

【現地係員案内プラン】

㸦㸳㸧 現地係員案内⾲示コースには、添乗員は同⾜いたしませんが、当協会は現地において当協会が手㓄を代⾜させる

⪅により、本㡯 に掲げる業務その他当ヱ旅⾜に付㝶して当協会が必せとㄆめる業務の全㒊又は一㒊を⾜なわ

せ、その⪅の㐃絡先は最終旅⾜日程⾲等の確定書㠃に明示します。

【個人旅⾜プラン】

㸦㸴㸧 個人旅⾜プランには添乗員は同⾜いたしません。お客様が旅⾜サービスの提供を受けるために必せなクーポン㢮

をご出発前にお渡しいたしますので、旅⾜サービスの提供を受けるための手⥆きはお客様⮬㌟で⾜っていただき

ます。

17.ᙜ協会の㈐任 

㸦㸯㸧 当協会は募㞟型企画旅⾜契約の履⾜にあたって、当協会又は当協会が手㓄を代⾜させた⪅の故意又は㐣失により、

お客様に損害を与えたときは、お客様が⿕られた損害を㈺償いたします。ただし損害発生の⩣日から㉳算して

年以内に当協会に対して㏻知があった場合に㝈ります。

㸦㸰㸧 お客様が次に例示するような事由により、損害を⿕られた場合におきましては、当協会は原則として本㡯 の

㈐任を㈇いません。

㸯㸧 天災地変、戦乱、暴動又はこれらのために生じる旅⾜日程の変更もしくは旅⾜の中止

㸰㸧 㐠㏦・宿泊機㛵等の事故、火災により発生する損害

㸱㸧 㐠㏦・宿泊機㛵等のサービス提供の中止又はこれらのために生じる旅⾜日程の変更もしくは旅⾜の中止

㸲㸧 官公⨫の命令、伝染病による㝸㞳又はこれらによって生じる旅⾜日程の変更、旅⾜の中止

㸳㸧 ⮬由⾜動中の事故

㸴㸧 㣗中毒

㸵㸧 盗㞴

㸶㸧 㐠㏦機㛵の㐜延・不㏻・スケジュール変更・経㊰変更など又はこれらによって生じる旅⾜日程の変更・

目的地滞在時㛫の短⦰

㸦㸱㸧 手Ⲵ物について生じた本㡯 の損害につきましては、本㡯 のお客様からの損害㏻知期㛫つ定にかかわらず損

害発生の⩣日から㉳算して 日以内に当協会に対して申し出があった場合に㝈り、㈺償いたします。ただし、

損害㢠の如何にかかわらず当協会が⾜う㈺償㢠はお 人あたり最㧗 万円まで㸦当協会に故意又は㔜大な㐣失

がある場合を㝖きます。㸧といたします。

18.≉別⿵償 

㸦㸯㸧 当協会は前㡯 の当協会の㈐任が生じるか否かを問わず、当協会約款特別⿵償つ程により、お客様が募㞟型企

画旅⾜参加中に偶然かつ急激な外来の事故により、その生命、㌟体に⿕られた一定の損害につきましては死亡⿵

償㔠㸦 万円㸧・後㑇㞀害⿵償㔠㸦 万円を上㝈㸧・入㝔ぢ⯙㔠㸦 万円㹼 万円㸧及び㏻㝔ぢ⯙㔠㸦

万円㹼 万円㸧を、また手Ⲵ物に対する損害につきましては損害⿵償㔠㸦手Ⲵ物 個又は 対あたり 万円を

上㝈、 募㞟型企画旅⾜お客様 名あたり 万円を上㝈とします。㸧を支払います。

㸦㸰㸧 本㡯 にかかわらず、当協会の手㓄による募㞟型企画旅⾜に含まれる旅⾜サービスの提供が一切⾜われない日

については、その旨パンフレットに明示した場合に㝈り、当ヱ募㞟型企画旅⾜参加中とはいたしません。

㸦㸱㸧 お客様が募㞟型企画旅⾜参加中に⿕られた損害が、お客様の故意、㓇㓉い㐠㌿、疾病等のほか、募㞟型企画旅⾜

に含まれない場合で、⮬由⾜動中のスカイダイビング、ハンググライダー搭乗、㉸㍍㔞動力機㸦モーターハング

グライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等㸧搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに㢮する危㝤



な㐠動中の事故によるものであるときは、当協会は本㡯 の⿵償㔠及びぢ⯙㔠を支払いません。ただし、当ヱ

㐠動が募㞟型企画旅⾜日程に含まれているときは、この㝈りではありません。

㸦㸲㸧 当協会は、現㔠、有価ド券、クレジットカード、クーポン券、⯟空券、パスポート、免チド、査ド、㡸㔠ド書・

㈓㔠ド書㸦㏻帳及び現㔠支払機用カードを含みます。㸧、各種データその他これらに準ずるもの、コンタクトレ

ンズ等の当協会約款に定められている⿵償対㇟㝖外品については、損害⿵償㔠を支払いません。

㸦㸳㸧 当協会が本㡯 に基づく⿵償㔠支払い⩏務と前㡯により損害㈺償⩏務を㔜ねて㈇う場合であっても、一方の⩏

務が履⾜されたときはその㔠㢠の㝈度において⿵償㔠支払⩏務・損害㈺償⩏務とも履⾜されたものといたします。

19.お客ᵝの㈐任 

㸦㸯㸧 お客様の故意、㐣失、法令、公序Ⰻ俗に反する⾜為、もしくはお客様が当協会約款のつ定を守らないことにより

当協会が損害を受けた場合は、当協会はお客様から損害の㈺償を申し受けます。

㸦㸰㸧 お客様は、募㞟型企画旅⾜契約を⥾結するに㝿しては、当協会から提供された情報を活用し、お客様の権利⩏務

その他の募㞟型企画旅⾜契約の内容について理ゎするよう努めなければなりません。

㸦㸱㸧 お客様は、旅⾜㛤始後において、契約書㠃にグ㍕された旅⾜サービスを円滑に受㡿するため、万が一契約書㠃と

異なる旅⾜サービスが提供されたとㄆ㆑したときは、旅⾜地において㏿やかにその旨を添乗員、斡旋員、現地ガ

イド、当ヱ旅⾜サービス提供機㛵又はお申㎸店に申し出なければなりません。

㸦㸲㸧 当協会は、旅⾜中のお客様が、疾病、傷害等により保ㆤをせする状態にあるとㄆめたときは、必せな措⨨をㅮず

ることがあります。この場合において、これが当協会の㈐に帰すべき事由によるものでないときは、当ヱ措⨨に

せした㈝用はお客様の㈇担とし、お客様は当ヱ㈝用を当協会が指定する期日までに当協会の指定する方法で支払

わなければなりません。

㸦㸳㸧 クーポン券㢮紛失の場合、当ヱクーポン券㢮の再発⾜に伴う㐠㏦機㛵の㐠㈤・料㔠はお客様のご㈇担となります。

この場合の㐠㈤・料㔠は、㐠㏦機㛵が定める㔠㢠とします。

20.オプショナルツアー又は報ᥦ供 

㸦㸯㸧 当協会の募㞟型企画旅⾜参加中のお客様を対㇟として、別㏵の参加料㔠を収受して当協会が企画・実施する募㞟

型企画旅⾜㸦以下「当協会オプショナルツアー」といいます。㸧の第 㡯㸦特別⿵償㸧の㐺用については、当

協会は、主たる募㞟型企画旅⾜契約の内容の一㒊として取り扱います。当協会オプショナルツアーは、パンフレ

ット等で「企画⪅㸸当協会」と明示します。

㸦㸰㸧 オプショナルツアーの㐠⾜事業⪅が当協会以外である旨をパンフレットで明示した場合には、当協会は、当ヱオ

プショナルツアー参加中にお客様に発生した第 㡯㸦特別⿵償㸧でつ定する損害に対しては、同㡯のつ定に基

づき⿵償㔠又はぢ⯙㔠を支払います㸦但し、当ヱオプショナルツアーのご利用日が主たる募㞟型企画旅⾜の「無

手㓄日」であり、かつ、その旨パンフレット又は確定書㠃にてグ㍕した場合を㝖きます。㸧。また、当ヱオプシ

ョナルツアーの㐠⾜事業⪅の㈐任及びお客様の㈐任は、すべて、当ヱ㐠⾜事業⪅の定めに拠ります。

㸦㸱㸧 当協会は、パンフレット等で「単なる情報提供」として可⬟なスポーツ等をグ㍕した場合は、その旨を明示しま

す。この場合、当ヱ可⬟なスポーツ等に参加中にお客様に発生した損害に対しては、当協会は第 㡯の特別⿵

償つ程は㐺用します㸦但し、当ヱオプショナルツアーのご利用日が主たる募㞟型企画旅⾜の「無手㓄日」であり、

かつ、その旨パンフレット又は確定書㠃にてグ㍕した場合を㝖きます。㸧が、それ以外の㈐任を㈇いません。

21.᪑⛬保ド 

㸦㸯㸧 当協会は、次⾲左欄に掲げる契約内容の㔜せな変更が生じた場合㸦ただし次の 㸧・ ・ でつ定する変更を㝖

きます。㸧は、第㸴㡯で定める「旅⾜代㔠」に次⾲右欄にグ㍕する率を乗じて得た㢠の変更⿵償㔠を旅⾜終了日

の⩣日から㉳算して 日以内にお客様に支払います。ただし、当ヱ変更について当協会に第 㡯 のつ定に

基づく㈐任が発生することが明らかな場合には、変更⿵償㔠としてではなく、損害㈺償㔠の全㒊又は一㒊として

支払います。



㸯㸧 次に掲げる事由による変更の場合は、当協会は変更⿵償㔠を支払いません。㸦ただし、サービスの提供

が⾜われているにもかかわらず㐠㏦・宿泊機㛵等の座席・㒊屋その他のㅖタ備の不㊊か発生したことに

よる変更の場合は変更⿵償㔠を支払います。㸧

ア㸬 旅⾜日程に支㞀をもたらす悪天候、天災地変 

イ㸬 戦乱

ウ㸬 暴動

エ㸬 官公⨫の命令

オ㸬 欠⯟、不㏻、休業等㐠㏦・宿泊機㛵等の旅⾜サービス提供の中止

カ㸬 㐜延、㐠㏦スケジュールの変更等当初の㐠⾜ィ画によらない㐠㏦サービスの提供

キ㸬 旅⾜参加⪅の生命又は㌟体の安全確保のため必せな措⨨

㸰㸧 第 㡯及び第 㡯のつ定に基づき旅⾜契約がゎ㝖されたときの当ヱゎ㝖された㒊分に係る変更の場合、

当協会は変更⿵償㔠を支払いません。

㸱㸧 パンフレットにグ㍕した旅⾜サービスの提供を受ける㡰序が変更になった場合でも、旅⾜中に当ヱ旅⾜

サービスの提供を受けることができた場合においては、当協会は変更⿵償㔠を支払いません。

㸦㸰㸧 本㡯 のつ定にかかわらず、当協会がひとつの旅⾜契約に基づき支払う変更⿵償㔠の㢠は、第 㡯で定める「旅

⾜代㔠」に 㸣を乗じて得た㢠を上㝈とします。またひとつの旅⾜契約に基づき支払う変更⿵償㔠の㢠がおひ

とり様につき 円未満であるときは、当協会は変更⿵償㔠を支払いません。

㸦㸱㸧 当協会はお客様の同意を得て㔠㖹による変更⿵償㔠・損害㈺償㔠の支払いに替え、これと相応の物品サービスの

提供をもって⿵償を⾜なうことがあります。

当協会が変更⿵償㔠を支払う変更 
1件あたりの率㸦㸣㸧 

旅⾜㛤始前 旅⾜㛤始後 

㸯㸬確定書㠃にグ㍕した旅⾜㛤始日又は旅⾜終了日の変更 1.5㸣 3.0㸣 

㸰㸬確定書㠃にグ㍕した入場するほ光地又はほ光施タ㸦レストランを含みます。㸧  

  その他の旅⾜の目的地の変更 
1.0㸣 2.0㸣 

㸱㸬確定書㠃にグ㍕した㐠㏦機㛵の等級又はタ備のより低い料㔠のものへの変

更㸦変更後の等級及びタ備の料㔠の合ィ㢠が確定書㠃にグ㍕した等級及びタ備

のそれを下回った場合に㝈ります。㸧 

1.0㸣 2.0㸣 

㸲㸬確定書㠃にグ㍕した㐠㏦機㛵の種㢮又は会社名の変更 1.0㸣 2.0㸣 

㸳㸬確定書㠃にグ㍕した本㑥内の旅⾜㛤始地たる空港又は旅⾜終了地たる空港

の異なる便への変更 
1.0㸣 2.0㸣 

㸴㸬確定書㠃にグ㍕した宿泊機㛵の種㢮又は名称の変更 1.0㸣 2.0㸣 

㸵㸬確定書㠃にグ㍕した宿泊機㛵の客室の種㢮、タ備又は景ほその他の客室条

件の変更 
1.0㸣 2.0㸣 

㸶㸬前各号に掲げる変更のうち確定書㠃のツアー・タイトル中にグ㍕があった

事㡯の変更 
2.5㸣 5.0㸣 

注 㸸「旅⾜㛤始前」とは、当ヱ変更について旅⾜㛤始日の前日までにお客様に㏻知した場合をいい、「旅

⾜㛤始後」とは、当ヱ変更について旅⾜㛤始当日以㝆に旅⾜⪅に㏻知した場合をいいます。

注 㸸確定書㠃が交付された場合には、「契約書㠃」とあるのを「確定書㠃」とㄞみ替えた上で、この⾲

を㐺用します。この場合において、契約書㠃のグ㍕内容と確定書㠃のグ㍕内容との㛫又は確定書㠃

のグ㍕内容と実㝿に提供された旅⾜サービスの内容との㛫に変更が生じたときは、それぞれの変更

につき㸯件として取り扱います。



注 㸸第㸱号又は第㸲号に掲げる変更に係る㐠㏦機㛵が宿泊タ備の利用を伴うものである場合は、㸯泊に

つき㸯件として取り扱います。

注 㸸第㸲号に掲げる㐠㏦機㛵の会社名の変更については、等級又はタ備がより㧗いものへの変更を伴う

場合には㐺用しません。

注 㸸第㸲号又は第㸴号もしくは第㸵号に掲げる変更が㸯乗㌴⯪等又は 泊の中で」数生じた場合であっ

ても、㸯乗㌴⯪等又は 泊につき㸯変更として取り扱います。

注 㸸第㸶号に掲げる変更については、第 号から第㸵号までを㐺用せず、第㸶号によります。

22.㏻信契⣙による᪑⾜᮲件 

当協会らは、当協会が発⾜するカード又は当協会が提携するクレジットカード会社㸦以下「提携会社」といいます。㸧

のカード会員㸦以下「会員」といいます。㸧より「会員の⨫名なくして旅⾜代㔠や取消料等の支払いを受ける」こと

㸦以下「㏻信契約」といいます。㸧を条件に旅⾜のお申㎸みを受ける場合があります。㏻信契約の旅⾜条件は㏻常の

旅⾜条件と、以下の点で異なります。

㸦受ク旅⾜業⪅により当ヱ取扱ができない場合があります。また取扱可⬟なカードの種㢮も受ク旅⾜業⪅により異な

ります。㸧

㸦㸯㸧 本㡯でいう「カード利用日」とは、会員及び当協会が旅⾜契約に基づく旅⾜代㔠等の支払い又は払戻し債務を履

⾜すべき日をいいます。

㸦㸰㸧 申し㎸みに㝿し、「会員番号㸦クレジットカード番号㸧」、「カード有効期㝈」等を当協会らに㏻知していただ

きます。

㸦㸱㸧 ㏻信契約による旅⾜契約は、当協会らが旅⾜契約の⥾結を承ㅙする旨を㟁ヰ又は㒑便で㏻知する場合には、当協

会らがその㏻知を発した時に成立し、当協会らが 等の㟁子承ㅙ㏻知による方法により㏻知する場合は、そ

の㏻知がお客様に到㐩した時に成立するものとします。

㸦㸲㸧 当協会らは提携会社のカードにより所定の伝票への会員の⨫名なくして「パンフレットにグ㍕する㔠㢠の旅⾜代

㔠」又は「第 㡯に定める取消料」の支払いを受けます。この場合、旅⾜代㔠のカード利用日は「契約成立日」

とします。

㸦㸳㸧 契約ゎ㝖のお申し出があった場合、当協会らは旅⾜代㔠から取消料を差し引いた㢠をゎ㝖の申し出のあった日の

⩣日から㉳算して 日以内㸦減㢠又は旅⾜㛤始後のゎ㝖の場合は、 日以内㸧をカード利用日として払い戻し

ます。

㸦㸴㸧 与信等の理由により会員のお申し出のクレジットカードでのお支払いができない場合、当協会らは㏻信契約をゎ

㝖し、当協会らが別㏵指定する期日までに現㔠にて旅⾜代㔠を支払いいただきます。当ヱ期日までに、お支払い

いただけない場合は第 㡯 の取消料と同㢠の㐪約料を申し受けます。

23.国内᪑⾜保㝤への加入について 

ご旅⾜中、けがをした場合、多㢠の治療㈝、移㏦㈝等がかかることがあります。また、事故の場合、加害⪅への

損害㈺償ㄳ求や㈺償㔠の回収が大変困㞴であるのが実情です。これらの治療㈝、移㏦㈝、また、死亡・後㑇㞀害

等を担保するため、お客様⮬㌟で充分な㢠の国内旅⾜保㝤に加入することをお勧めします。ヲ細については、係

員にお問合せください。

24.個人報の取ᢅい 

一⯡㈈団法人京㒔ユースホステル協会㸦以下「当協会」といいます。㸧及び下グ「㈍売店」欄グ㍕の受ク旅⾜業⪅㸦以

下「㈍売店」といいます。㸧、「当協会」及び「㈍売店」を指して当協会らといいます。

㸦㸯㸧 当協会らは、ご提供いただいた個人情報について、 お客様との㛫の㐃絡のため、 旅⾜に㛵して㐠㏦・宿泊機

㛵等のサービス手㓄、提供のため、 旅⾜に㛵するㅖ手⥆きのため、 当協会の旅⾜契約上の㈐任において事故

時の㈝用等を担保する保㝤手⥆きのため、 当協会及び当協会と提携する企業や団体の商品やサービス、キャン

ペーン情報の提供、旅⾜に㛵する情報提供のため、 旅⾜参加後のご意ぢやご感想のお㢪いのため、 アンケー

トのお㢪いのため、 特典サービス提供のため、 統ィ㈨料作成のために利用させていただきます。 



㸦㸰㸧 上グ の目的を㐩成するため、お客様の氏名、住所、㟁ヰ番号、搭乗便名等を㐠㏦・宿泊機㛵、土産物店に、

書㢮又は㟁子データにより、提供することがあります。また、ご旅⾜代㔠を精算する目的で決済システム会社、

クレジット会社にクレジットカード番号や決済㔠㢠を㟁子的方法等で提供することがあります。なお、土産物店

への個人情報の提供の停止をご希望される場合は、当ヱするパンフレットにグ㍕する旅⾜申㎸窓口宛にご出発の

日前までにお申し出ください。㸦注㸸 日前が水・日・祝日の場合はその前日までにお申し出下さい㸧

㸦㸱㸧 当協会らはお客様から書㠃によってご提供をいただいた個人情報のうち、氏名、住所、㟁ヰ番号、メールアドレ

ス等の㐃絡先を、当協会らの営業案内、キャンペーン等のご案内のために、共同して利用させていただきます。

共同利用する個人情報は、当協会個人情報保ㆤ管理㈐任⪅が㈐任を持って管理します

㸦㸲㸧 当協会は、個人情報の取扱を委クすることがあります。

㸦㸳㸧 お客様は、当協会の保有する個人データに対して㛤示、ゞ 正、削㝖、利用停止のㄳ求を⾜うことができます。問

合せ窓口は当協会⥲務㒊となります。

㸦㸴㸧 一㒊の任意グ入㡯目にごグ入いただけない場合、未グ入の㡯目に㛵㐃するサービスについては、㐺切にご提供で

きないことがあります。

個人情報保ㆤ管理⪅㸦⥲務㒊㛗㸧     

問い合わせ先窓口㸸当協会⥲務㒊     

㟁ヰ㸸 ‐ ‐  㸸 ‐ ‐  㸸

営業時㛫㸸 㹼  㸦水曜日・日曜日・祝日を㝖く㸧

25.その他 

㸦㸯㸧 お客様が個人的な案内、㈙物等を添乗員等に依㢗された場合のそれに伴うㅖ㈝用、お客様のけが、疾病等の発生

に伴うㅖ㈝用、お客様の不注意によるⲴ物紛失、忘れ物の回収に伴うㅖ㈝用、別⾜動手㓄にせしたㅖ㈝用が生じ

たときには、その㈝用をお客様にご㈇担いただきます。

㸦㸰㸧 お客様のご便宜を図るため土産物店にご案内することがありますが、お㈙い物に㝿しましては、お客様の㈐任で

㉎入していただきます。

㸦㸱㸧 旅㤋・ホテル等において、お客様が㓇㢮・料理・その他のサービス等を㏣加された場合は、原則として消㈝税等

のㅖ税がㄢせられますのでご了ゎください。

㸦㸲㸧 旅⾜中に事故などが生じた場合は、直ちに最終旅⾜日程⾲等でお知らせする㐃絡先にご㏻知下さい。当協会は、

旅⾜中のお客様が、疾病、傷害等により保ㆤをせする状態であるとㄆめたときは、必せな措⨨をㅮじることがあ

ります。この場合において、これが当協会の㈐に帰すべき事由によるものではないときは、当ヱ措⨨にせした㈝

用はお客様の㈇担とさせていただきます。

㸦㸳㸧 ご㞟合時刻は厳守して下さい。㞟合時㛫に㐜れ参加できない場合の㈐任は一切㈇いかねます。

㸦㸴㸧 事故、大㞷をはじめとする㐨㊰事情その他やむを得ない事由により、万一帰着が㐜れ、タクシーの利用あるいは

宿泊しなければならない事態が生じても当協会はそのㄳ求には応じられません。また目的地滞在時㛫の短⦰によ

る⿵償にも応じられません。

㸦㸵㸧 当協会はいかなる場合も旅⾜の再実施はいたしません。

㸦㸶㸧 手Ⲵ物の㐠㏦は当ヱ㐠㏦機㛵が⾜ない、当協会が㐠㏦機㛵に㐠㏦委ク手⥆きを代⾜するものです。

26.募㞟型企⏬᪑⾜⣙Ḱについて 

この条件書に定めない事㡯については当協会旅⾜業約款㸦募㞟型企画旅⾜契約の㒊㸧によります。

当協会の旅⾜業約款をご希望の方は、当協会にごㄳ求下さい。当協会旅⾜業約款は、当協会ホームページ

㸦 㸧からもごぴになれます。

27.᪑⾜᮲件・᪑⾜代㔠の基‽ 

この旅⾜条件は、 年 月 日を基準としています。

旅⾜代㔠算出の基準日は、パンフレットごとにグ㍕しています。


